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１特定帰還居住区域、特定復興再生拠点区域等位置図

特定復興再生拠点区域

特定帰還居住区域

帰還困難区域

特定復興再生拠点区域
（H30.3.9計画認定、R5.4.1/R5.11.30解除）

特定帰還居住区域
（R6.2.16 計画認定）



２

解除に向け、円滑に除染・解体が進められるよう、特定帰還居住区域復興再生
計画の認定（令和６年２月16日）後、県道事業や町のインフラ整備とも調整し、
速やかに必要な準備を進めているところ。

特定帰還居住区域における除染・解体について（１）

・解体申請受付
計画認定後、直後から受付開始。該当者への案内、町広報誌への掲載など、制

度をご理解いただけるよう周知を図っているところ。
（９月30日時点）64件対応中（40件正式受付、24件相談対応中）

・除染同意取得
関係人を把握した上で、同意書案に記載する建物の配置や土地の状況等を調べ

る事前調査を実施中。
同意書案が出来たところから、順次、関係人に除染に同意いただけるようお願

いさせていただいているところ。

・工事進捗、発注
≪令和６年度富岡町特定帰還居住区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その１）≫

工期：令和６年５月31日～令和７年３月31日
対象：50件解体、21ha除染予定。（拠点分含む）
受注者：五洋建設株式会社
令和6年９月５日 除染作業着手



特定帰還居住区域における除染・解体について （２）

○解体（令和６年９月30日時点）
解体申請数 40件、解体完了 －件、着工中 －件
なお、「解体完了」件数は上屋解体が完了した数

○除染（令和６年８月末日 速報値）
◆避難指示解除済区域（フォローアップ除染等）

・町による線量率測定結果等を踏まえて、個別のホットスポット解消に向けて取り組んでいるところ
◆特定帰還居住区域除染工事進捗状況（令和６年７月末日 速報値）

３

除染進捗率
既除染面積除染対象面積

（仮置場除く）地目 旧拠点外縁以外旧拠点外縁部

(b+c)/acba

38 %ー４.7 ha12.4 ha宅地

37 %ー17.8 ha48.3 ha農地

19 %ー8.7 ha45.6 ha森林

67 %ー6.1 ha9.2 ha道路

32 %ー37.3 ha115.5 ha全体

※いずれも速報値のため、今後の精査で変わりうる。



・県道拡幅事業等、インフラ整備が予定されている箇所について、優先的に作業着手出
来るよう同意取得作業を進めているところ。

特定帰還居住区域 区域内（令和６年８月末時点）≪旧拠点外縁部含む、仮置場除く≫

取得率同意対象

％人人

56.7245425合計

４特定帰還居住区域内 同意取得率について

特定帰還居住区域 外縁（令和６年８月末時点）
取得率同意対象

％人人

00113合計

・県道拡幅事業等、インフラ整備が予定されている箇所について、優先的に作業着手出
来るよう同意取得作業を進めているところ。

※いずれも速報値のため、今後の精査で変わりうる。

※いずれも速報値のため、今後の精査で変わりうる。



参考：拠点等の除染・解体の進捗状況について（１）

• 面拠点、点・線拠点部分については、概ね除染は完了。

• 点・線拠点外縁についても、概ね除染は完了。なお、除染できていない箇
所は関係人未同意、同一敷地内建造物の解体待ち等の理由による除染同意
済み着手不能箇所、及び県事業である県道小良ヶ浜野上線の拡幅工事及び
県道広野小高線のバイパス工事の対象箇所との重複箇所。
引き続き、町や県と連携を進め同意が得られ次第、または工事に係る調整
が済み次第、着手。

• 除染が完了した後も、比較的線量が高い箇所、懸念の声があった箇所につ
いては引き続き現地調査を実施し、線量低減が可能であればフォローアッ
プ除染で対応していく。

５



参考：拠点等の除染・解体の進捗状況について（２） ６

取得率同意対象

99 %1,503 人1,520 人全体

≪特定復興再生拠点区域内≫
○拠点区域内解体（令和６年９月30日時点）

解体申請数982件、解体完了896件、着工中 ６件
なお、「解体完了」件数は上屋解体が完了した数

○拠点区域内除染（令和６年８月末日 時点）

○同意取得状況

除染進捗率完了面積除染対象面積

98 %311 ha319 ha全体


